
■問合先／高齢福祉課（☎ 0296‐73‐4511 直通）

介護予防・生活支援サービス事業

　市では、要支援認定を受けた方や生活機能が低下してきた方が、要介護状態になることを防ぎ、生きがい
のある生活を送ることを目的に、通所型サービス（デイサービス）と訪問型サービス（ホームヘルプサービス）
を行っています。
　９月１日から、このサービスを週１回のみ希望する場合は、下の図のように要介護認定を受けることなく、基
本チェックリストによる判定でご利用できますので、申請してください。

65歳以上のサービス利用希望者やご家族などによる申請

▼申請窓口／高齢福祉課（岩瀬庁舎）、総合窓口課（大和・真壁庁舎）

基本チェックリストによる判定

（日常生活についての25項目の質問）

介護保険

サービスの利用

介護予防ケアマネジメント

・�地域包括支援センターで、ご本人やご家族と話し合い、
ケアプランを作成します。

自立した

生活が送れる方

生活機能の低下が
みられた方

（事業対象の方）

介護予防・生活支援サービス事業の利用

・�通所型サービス（デイサービス）
・�訪問型サービス（ホームヘルプサービス）

一般介護予防事業の利用

・�ふれあい生きいきサロン
・介護予防教室
・趣味講座　　など

介護予防・日常生活支援総合事業

本人へ希望するサービスや状態を聞き取り

○�通所型サービス（デイサービス）、訪問

型サービス（ホームヘルプサービス）

の利用を週１回のみ希望

認定基準が

非該当の方

認定基準が

要介護１～５の方

認定基準が

要支援１・２の方

○介護が必要な方

○�通所型サービス（デイサービス）、訪問型

サービス（ホームヘルプサービス）の利

用を週２回以上希望

○�そのほかの介護保険サービスを利用希望

※　　　　・　　　 が今回追加のサービス

利用までの流れが変わります9 月 1 日 ～

介護認定を受ける
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